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４
月
１
日
か
ら
始
ま
る
、

〝
も
や
す
ご
み
指
定
袋
制

度
〟に
関
す
る
チ
ラ
シ
と
新

し
い
ご
み
分
別
ガ
イ
ド
が
入

っ
た
封
筒
を
、住
民
登
録
を

し
て
い
る
世
帯
に
送
付
し
ま

し
た
。

　

も
や
す
ご
み
の
新
し
い
出

し
方
の
ほ
か
、分
別
の
一
部

変
更
な
ど
に
つ
い
て
掲
載
し

て
い
ま
す
。

　

封
筒
が
届
い
て
い
な
い
場

合
は
、 

環
境
管
理
課
ま
で
連

絡
を
お
願
い
し
ま
す
。

新
し
い
ご
み
分
別
ガ
イ
ド・チ
ラ
シ
は

届
い
て
い
ま
す
か
？

市長、市議会議員選挙
立候補予定者への説明会

もやすごみ指定袋制度

市
議
会
定
例
会
の

日
程（
予
定
）

　
次
の
日
程
で
、
市
議
会
の
定
例
会
が
開
催

さ
れ
ま
す
。

　
市
議
会
は
公
開
し
て
い
ま
す
。
傍
聴
の
受

け
付
け
は
、
会
議
当
日
、
議
会
事
務
局
で
行

い
ま
す
。

定
員　
本
会
議
＝
45
人

　
　
　
各
委
員
会
＝
５
人
程
度

※
い
ず
れ
も
定
員
を
超
え
た
場
合
は
、
入
場

で
き
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

問
議
会
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務
局
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と　　き 内　　容
２月27日（水）

10時～

本会議：開会
28日（木） 常任委員会３月１日（金）
４日（月） 補正予算特別委員会
６日（水）

　 ～

８日（金） 10時～
本会議：総括質問

11日（月）

　 ～

13日（水）
予算特別委員会

15日（金） 14時～ 本会議：閉会

と　き　20日（水）13時30分～
ところ　水道部　第４会議室（西野五丁目14番１号）
出席人数　１陣営につき二人以内（立候補予定者または代理人）
※当日、届け出書類を配布します。

市
役
所

三
原
高2

2

155
三
原
東
城
線

※４種類のチラシが入っています。

※該当する地域の分別ガイドが入っています。

三原・本郷・大和地域版久井地域版
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送
付
し
た
封
筒

問選挙管理委員会事務局　☎0848・67・6140
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もやすごみ
指定袋及び

もやすごみ
処理券取扱

店一覧表 (
三原地域 )

4月1日から

一部の分別方法
が変わります！

　分別方法が
よりわかりや

すく再資源化
が一層進むよ

う，「もやさな
いごみ」と「資

源化ごみ」のう
ち「飲料用か

ん・びん類」な
どの分別方法

を変更します
。なお，資源化

ごみの「ペット
ボトル」，「プラ

スチック製容
器包装」は

変りません。

　また，収集車
の火災原因と

なる「発火性危
険ごみ」の分別

の徹底にもご
協力ください

。

裏面もご覧く
ださい。

資源化ごみの日
飲料用かん・び

ん

もやさないごみ
の日

飲料用以外のか
ん・びん

発火性危険ごみ

※ライター・ス
プレー缶な

　どは収集車
の火災原因と

　なります。

【現在】

かん類全て

きれいなかん
※汚れが落ち

ないものは

　不燃物へ

資源化びん

きれいなびん
※汚れが落ち

ないものは

　不燃物へ

資源化ごみの日
もやさないごみ

の日（それぞれ
別袋でお願いし

ます）

平成25年
4月1日～
【変更後】

不燃物

汚れが落ちないかん・びん

平成 25年４月１日から家庭のもやすごみの出し方が変わります！

～「もやすごみ指定袋制度」の導入について～
「もやすごみ指定袋・もやすごみ処理券」でもやすごみを出してください。

皆様のご理解とご協力をお願いします。
（※）現在，ごみの収集をアパートなどの管理会社が行っている
　　 （市の収集対象外：可燃ごみ処理券の貼付が不要）場合は，
　　  指定袋などは不要ですが， 中身の見える袋をご利用いただくことになります。

項　目 現　在 平成 25年 4月 1日～

袋に入るもの
市販のビニール袋などに
可燃ごみ処理券を貼付
（重さ：10kg以内）

●もやすごみ指定袋を使用
（最初の1枚から購入）
※指定袋に処理券を貼る

必要はありません。（重さ：変更無し）

袋に入らないもの
例：布団，カーペット，
ゴルフバッグ，
毛布，すだれなど

可燃ごみ処理券を貼付
（重さ：10kg以内）

●もやすごみ処理券を貼付
（最初の1枚から購入）
（重さ：変更なし）

袋の大きさ 45ﾘｯﾄﾙ袋以下
大袋（45ﾘｯﾄﾙ）
中袋（30ﾘｯﾄﾙ）
小袋（15ﾘｯﾄﾙ）

販売価格
無料

（無料処理券使用後は
1枚50円で購入）

●もやすごみ指定袋
大袋　450円（10枚入）
中袋　300円（10枚入）
小袋　150円（10枚入）
●もやすごみ処理券
　１枚　　　　 50円

家庭用もやすごみ 小袋 (15ℓ)

取扱上の注意

警告

注意

三原市もやすごみ指定袋

Lixo incineravel
Burnable Garbage

●この袋は、幼児や子どもにとって窒息などの危険が伴うものです。
 幼児や子どもの手の届かないところに保管してください。

ごみの減量・リサイクルにご協力ください。

●突起のあるものを入れると材質上破れることがありますのでご注意ください。
●火のそばや直射日光を避けて保管してください。
●摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。
●片方の取っ手だけで持ち上げると破袋する場合があります。

〈むすび方〉

袋の口は十文字に
必ずむすんで出してください。

① ②

平成25年4月1日から
「もやすごみ指定袋」で排出
（1枚目から購入）
（経過措置あり）

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで有効

裏面もご覧ください。

もやすごみの出し方
（半透明）
※イメージ図

　平素は，ごみの排出，分別にご協力いただき，厚くお礼申しあげます。
　さて，三原市は，ごみの減量化と再資源化を進める中で，課題の一つである「家庭から出されるごみ」

の8割以上を占める「もやすごみ」の減量化のため，排出方法の見直しの検討を進めてまいりました。

　そして，現在の「可燃ごみ処理券制度」の見直しについて，昨年9月，三原市議会定例会において，

ごみの排出抑制効果，費用負担の公平性の確保などが期待できる「もやすごみ指定袋制度」へ変更する

案が可決されました。
　このため，平成25年4月1日からは，家庭から出る「もやすごみ」の排出方法が「もやすごみ指定袋制度」

に変わり，1枚目から「指定袋」をご購入のうえ，「もやすごみ」を排出していただくことになります。

　ついては，経過措置を含め制度変更の内容について，お知らせいたしますので，同封の資料をご確

認ください。引き続きごみの減量化と再資源化への，みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。

（お問い合せ先）〒 723-0016
三原市宮沖五丁目 5番 10号三原市生活環境部環境管理課電話：(0848)63-1210FAX：(0848)67-6069

※もやすごみの新しい出し方については，同封のチラシ，ごみの分別ガイドをご覧ください。

【封入物】

平成25年1月

三原市長　五藤康之

市民のみなさまへ

①本書【表・裏】②もやすごみ指定袋制度の導入について（お知らせ）【表・裏】
③もやすごみ指定袋及びもやすごみ処理券取扱所一覧表【表・裏】
④かん・びん類の分別方法の変更，清掃工場への搬入方法の変更について（お知らせ）【表・裏】
⑤ごみの分別ガイド

4月から「もやすごみ」の排出方法が変わります（お知らせ）

裏面も
ご覧ください

三原市から重要なお知らせ
もやすごみは平成25年 4月1日から
「もやすごみ指定袋（有料）」

で出していただくことになります。
指定袋に入らないごみは

「もやすごみ処理券（有料）」
を貼ってください。

市民の皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

〒723-0016　三原市宮沖五丁目 5番 10号

電話（0848）63-1210　FAX（0848）67-6069
三原市生活環境部環境管理課

もやすごみの出し方，経過措置，指定袋等の取扱店一覧，
分別方法等は，封筒の中のチラシをご覧ください。

市
外
転
送
不
要

大切に保存してください　 　　　　  H25（2013）年 4月作成

このガイドは家庭ごみの
分別の手引きです。

かんきょうカレンダーと
併せてご利用ください。

※ペットボトル・食品トレー
等は、一部小売店の店頭で回

収が進められています。

改
訂
版

久井地域

家庭ごみの分別ガイド
捨てればごみ・分ければ資

源

もくじ
分別方法の変更について

　　　　　　　　　 1 ～
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出し方              14 ～ 1
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8

ごみ分別一覧表  21 ～ 3
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大切に保存してください　 　　　　  H25（2013）年 4月作成

このガイドは家庭ごみの分別の手引きです。

かんきょうカレンダーと併せてご利用ください。

※ペットボトル・食品トレー等は、一部小売店の店頭で回収が進められています。

改
訂
版

三原・本郷・大和地域

家庭ごみの分別ガイド

捨てればごみ・分ければ資源

もくじ分別方法の変更について　　　　　　　　　 1 ～ 3ごみを出す時のお願い　　　　　　　　　 4～９もやすごみ　　　　　  10もやさないごみ           11資源化ごみ                 12大型ごみ                    13家電４品目とパソコンの出し方              14 ～ 16収集しないごみ           18ごみ分別一覧表  21 ～ 38



※新契約と旧契約の両方について控除を受ける場合の適用
限度額は、市県民税：2.8万円、所得税：４万円です。
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市
県
民
税
の 

申
告
を
受
け
付
け
ま
す

　
２
月
18
日（
月
）～
３
月
15
日（
金
）の
間
、
各
地
域
に
申
告
会
場
を
設
け
ま
す
。
忘
れ
ず
、
早
め
に
申
告
し
ま
し
ょ
う
。

申
告
が
必
要
な
人

・ 

申
告
の
案
内
が
届
い
た
人

・ 

給
与
以
外
の
所
得
や
複
数
の
給
与
所
得
が

あ
っ
た
人

・ 

年
末
調
整
を
し
て
い
な
い
人

・ 

公
的
年
金
以
外
の
所
得
が
あ
っ
た
人

・ 

事
業（
農
業
を
含
む
）所
得
、
不
動
産
所
得

な
ど
が
あ
っ
た
人　
な
ど

申�

告
に
必
要
な
物　
源
泉
徴
収
票
、収
入・必

要
経
費
が
分
か
る
書
類（
事
業・不
動
産
所

得
の
場
合
）、
各
種
支
払
証
明
書・控
除
証

明
書・領
収
書
、
印
鑑
な
ど

　
平
成
22
年
度
の
税
制
改
正
に
よ
り
、
生
命

保
険
料
控
除
制
度
が
改
正
さ
れ
ま
し
た
。

▼�

平
成
24
年
１
月
１
日
以
後
に
締
結
し
た
保

険
契
約
＝
新
制
度
が
適
用

▼�

平
成
23
年
12
月
31
日
以
前
に
締
結
し
た
保

険
契
約
＝
従
来
ど
お
り

●
介
護
医
療
保
険
料
控
除
の
新
設

　
新
制
度
で
は
、現
行
の「
一
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生
命
保
険
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控
除
制
度
の
改
正

三原会場　（９時〜16時）
と　　き 対　象　地　域 と　こ　ろ

２　
月

18日（月） 旭町、古浜、東町、館町

サン・シープラザ
（３階）

※できるだけ公
共交通機関、ま
たはペアシティ
三原西館５階駐
車場（30分無料）
を利用してくだ
さい。

※港町パーキン
グ、JR三原駅新
幹線口駐車場
（駅西側高架下）
を利用の人には、
30分無料券を
渡します。

19日（火） 城町、本町、港町

20日（水） 西町、宮沖

21日（木） 宮浦

22日（金） 円一町、糸崎、糸崎南

25日（月） 木原、駒ヶ原町、西宮、中之町南

26日（火） 中之町一丁目〜三丁目

27日（水） 中之町四丁目〜九丁目

28日（木） 頼兼、西野、貝野町

３　
月

１日（金） 田野浦、明神

４日（月） 青葉台、宗郷、登町、沖浦町

５日（火） 皆実、和田

６日（水） 須波、須波西、須波ハイツ

７日（木） 深町、小坂町

８日（金） 長谷、沼田、新倉、八幡町

11日（月） 沼田東町（七宝・本市・納所・末広）

12日（火） 沼田東町（片島・釜山・末光・両名）

13日（水） 小泉町、沼田西町

14日（木） 幸崎能地

15日（金） 高坂町、鷺浦町、幸崎久和喜、幸崎渡瀬

本郷会場　（９時〜16時）
と　　き 対　象　地　域 と　こ　ろ

２　
月

18日（月） 蟇沼上、蟇沼下、松原東、松原西

本郷支所別館

19日（火） 三田上、三田下、広井、福礼、杉臼、見川、安宗

20日（水） 常円寺、楽音寺、小舟木上、小舟木下、才崎

21日（木） 尾原上、尾原中、尾原下、日名内上、日名内下

22日（金） 花園、免開、郷原、下畑駒原、亀津、川西上、川西下、金売

25日（月）
上中筋上、上中筋下、下中筋上、
下中筋下、兼広、中之谷、雇用促
進住宅

26日（火） 堂谷、鷺谷、養老、清兼、清井、佐用

27日（水） 片側東、片側西、菅、平坂東、平坂西、姥ケ原、芋堀
28日（木） 上谷、本谷、畑、正広ケ丘

３　
月

１日（金） 後谷、錦泉、中筋、今井谷、門出
谷、入野地、日山地

４日（月） 原市、茅ノ市、宮地川、上組、下
組、なしわ促進住宅、梅菅園

５日（火） 一丁目〜六丁目、三次通、駅前、
大正通

６日（水） ふもと、宮迫、片山、上片山、下
片山、塔ノ岡、城山

７日（木） 中岡、南中岡、東下岡、西下岡、
河崎、河崎住宅、東河崎、西河崎

８日（金） 江良、余井、木々津、三百、粒
良、砂原、後粒良

11日（月） 一丁畑、東本通第１〜第８、木々津沖
12日（火）

本郷地域全域13日（水）
14日（木）
15日（金）

市県民税の申告会場と日程

平成23年12月31日以前
に締結した保険契約

平成24年１月１日以後
に締結した保険契約

市県民税：　　3.5万円
所 得 税：       5万円

市県民税：　　2.8万円
所 得 税：       4万円

市県民税：　　2.8万円
所 得 税：       4万円

市県民税：　　2.8万円
所 得 税：       4万円

市県民税：　　3.5万円
所 得 税：       5万円

市県民税：       7万円
所 得 税：     12万円

市県民税：       7万円
所 得 税：     10万円

旧契約 新契約（新制度）

一般生命保険料控除

一般生命保険料控除

介護医療保険料控除

個人年金保険料控除個人年金保険料控除

合　　計合　　計

と�　き　２月18日（月）～３月15日（金）（土・
日曜日を除く）９時～16時（受け付け）
ところ　三原税務署（宮沖二丁目）
※還付申告の場合は、上記期日より前に
申告書を提出することができます。
※期間中、e-Taxは24時間利用できます。
※関連内容を10ページに掲載しています。

と�　き　２月23日（土）
10時～16時
と�ころ　フジグラン三

原（円一町一丁目）
内�　容　確定申告、相

続税、贈与税などの
相談

と�　き　２月24日（日）10時～16時
ところ　大和文化センター
対　象　年金受給者、給与所得者
用�意する物　申告書、源泉徴収票、

健康保険などの支払証明書、生命
保険などの控除証明書、医療費の
領収書・集計表、印鑑

��三原税務署　☎0848・62・3131 ��中国税理士会三原支部　武郷さん　☎0848・62・9715

 

２
月
18
日（
月
）～
３
月
15
日（
金
）

 所得税の確定申告会場を開設  一日無料相談会  所得税の申告無料相談会

問
市
民
税
課　
☎
０
８
４
８・67・６
０
３
１

久井会場　（９時〜16時）
と　　き 対　象　地　域 と　こ　ろ

２　
月

18日（月） 莇原、吉田

久井就業構造
改善センター
（２階）

19日（火） 江木
20日（水） 下津
21日（木） 泉
22日（金） 和草
25日（月） 羽倉（32組〜42組）
26日（火） 羽倉（43組〜）
27日（水） 坂井原（１組〜９組）
28日（木） 坂井原（10組〜）

３　
月

１日（金） 山中野
４日（月） 小林、土取
５日（火）

久井地域全域

６日（水）
７日（木）
８日（金）
11日（月）
12日（火）
13日（水）
14日（木）
15日（金）

大和会場　（９時〜16時）
と　　き 対　象　地　域 と　こ　ろ

２　
月

18日（月） 下福田、行広

大和支所
（２階大会議室）

19日（火） 下中、細
20日（水） 河頭、広石
21日（木） 上中、安国寺、多田
22日（金） 平坂、姥ヶ原
25日（月） 横郷、東側、王子原、箱川
26日（火） 仲沖、和木原、郷ノ原、和木団地
27日（水） 椋梨上区
28日（木） 椋梨３区、黒谷

３　
月

１日（金） 草井１区、草井２区
４日（月） 大具、蔵宗、椋梨４区
５日（火） 大原、上市、中市、沖市、下市
６日（水） 前原、後側、三育
７日（木） 深見、末貞、安田
８日（金） 萩原３区〜５区
11日（月） 福田、萩原１区
12日（火） 萩原２区、篠上、篠下
13日（水） 前兼、信影、津久
14日（木） 秋郷、光永、後谷
15日（金） 大和地域全域

新設

生命保険料控除の適用限度額


